
在宅で生活される患者様・ご家族へ 

 

在宅で療養されている患者さんの入院を受け入れています。 

① 医療処置があって介護施設での対応が困難な方。 

② 理由は問わず介護者の都合が悪くなり、 

すぐに介護施設を利用することが難しい方。 

 

（かかりつけの先生からの紹介状を 

いただく場合があります。） 

 

みなさんこんな使い方をされています 

 

 

介護者さんの休養のために毎月 1週間ずつ。 

 

数ヶ月に 1回リハビリを兼ねて入院。 

 介護者が病気になって急遽預かってもらう。 

 

ご相談・お申込み 

キナシ大林病院 

地域連携室 
 

 

☎802-6668 


